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安全・快適な道路環境を保全するための

パンフレットの回覧について（依頼）

初秋の候、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日ごろ、区政への

ご理解・ご協力ありがとうございます。

さて、区民のみな様に道路を安全・快適に利用していただくために、区では、

区道に張り出して物件を設置する場合の基準を設けています。このたび違反の

道路使用を是正するため、啓発するパンフレット「道路はみんなのものJ を作

成しました。

ついては、御多忙中のところまことに恐縮ですが、町会・自治会の皆様に道

路使用に当たって、申請の必要性を知っていただきたく、「道路はみんなのものj

パンフレットを同封させていただきましたので。皆様への回覧にご協力をお願

いいたします。

【問い合わせ先】

江戸川区土木部施設管理課占用係

担当 大塚・岡村・垣津

電話 03 (5662) 1880 
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道路土に看板やB~叶惨と老醸置寄るに跡

r道路占同許可』（；）申請が必事官官S。
道路はみんなのものです。 道路は本来、一般通行のみならず災害時には避難通路

の役割を果たすため、無断で道路を使用することはできません。

また、道路には公共の財産という側面もあるため、これを適切に管理する必要が

ありますD そのため、看板や日よけなどやむを得えず敷地からはみだして道路に設

置する場合は、『道路法第 3 2 条』の規定により、交通上支障がない範囲での許可を

受けなければなりません。

許可を受けずに看板や日よけなどを設置すると、道路法違反として処罰されるこ

とがあります。

安全・快適な道路環境の保全と円滑な通行ができるよう、みなさまのご理解とご

協力をよろしくお願いいたします。



※巻き上げ式日よけに方づえを設けるときは、その下端は路面から 2m以上とすること。

※巻き上げ装置は、道路に突き出さないこと。

2.5m以上

幅員に関係せず

3. 占用料算出

看板の占用料は、その表示面積に応じて計算します。

( 1 ）占用面積が 2 rrf以下のとき占用料はいただきません。

(2 ）占用面積が 3 rrf未満は、 0.1 rrf未満で切り捨てます。（2 rrf分は免除になります。）

( 3 ）占用面積が 3 rrf以上は、 1 rrf未満で切り上げます。（ 2 rrf分は免除になります。）

1. 占用面積の求め方

道路境界を超えている部分の水平投影面積に応じて、占用料を計算します0

．出幅×表示幅

2. 単価および減免措置

－占用面積は 1 rrf未満の場合は、切り上げて計算します

・ 1 rrf あたり 3, 2 7 0 円（減免措置後の金額）

ご不明な点につきましては、裏面の問い合わせ先までご連絡ください。

日よけ u 雨よけの占用許可基準

日よけも雨よけの道路占用料

車道上の場合

出幅 0.5m以下出幅 I.Om以下

高さ l2.5m以上

歩道上の場合

境F

建物からの突出看板、日よけ、雨よけなどを道路上にはみ出して設置する場合は、以下の基準

を満たしていなければなりません。そして、取り付ける前に「道路占用許可申請書j を提出する

必要があります。
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壁面看板の場合

（車道・歩道共通）

2 rrfを超える場合は 2 rrl分の占用料が

一営業所、一事務所又は一作業所につき原則 2個以内とし、袖看板のみの場合は角地を除き原則 1個です。

1. 占用面積の求め方 占用面積は看板の道路上に出ている部分の表示面積で算出します。

( 1 ）袖看板 出幅×表示面の高さ×面数（表示面が 1 面の場合は 1 面、 2 面の場合は

1.5 面で計算）

表示面の高さ×表示面の幅

①出幅

・道路境界から l.Om以下（壁面看板は 0.3m以下）

②高さ

・歩道上では、路面から看板底部までの高さが 2.5m以上あること 0

・車道上では、路面から看板底部までの高さが 4.5m以上あること。

（ただし出幅が 0.6m以下の場合、高さは 2.5m以上とすることができます）

く注意〉歩道は、歩行者用に車道との聞が、縁石やガードレーノレ等の工作物によって

物理的に分離された部分を言い、白線が引かれているだけの場合は歩道の扱い

になりません。

突出看板の道路占用許可基準

l 高さ12.5m以上

境界「主
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であること。

突出看板の道路占用料

440 円（減免措置後の金額）

車道上の場合（袖看板）

2. 単価および減免単価

( 1 ）表示面積は 2 ばまで免除となります。

表示面積が 2 rrl以下の場合の占用料は全額免除、

免除となります。

( 2 ）看板の占用料単価

占用面積 1 rrf あたり 1 3, 
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( 2 ）壁面看板
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く〉警察署への届出く〉

看板・日よけなどを道路上に設置する場合、区役所に「道路占用許可申請書j を

提出するとともに、道路交通法に基づき、警察署にも「道路使用許可申請書J の

提出が必要です。詳しくは所轄地の警察署にお問い合わせください。

小松川警察署03-3674-0110 葛西警察署03-3687-0110

小岩警察署 03-3671-0110 

・お問い合わせ先。
江戸川区土木部施設管理課占用係 電話03-5662-1880


